
     令和８（２０２６）年２月４日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

２
月
８
日
（
日
）
は  

衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
投
票
日
で
す 

当
日
の
投
票
時
間
は
、
一
部
の
地
域
を
除
い
て
午
前
７
時

か
ら
午
後
６
時
ま
で
で
す
。 

投
票
日
に
仕
事
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
で
投
票
所
へ 

行
け
な
い
方
は
、
期
日
前
投
票
を
し
ま
し
ょ
う
。 

○
期
日
前
投
票
に
つ
い
て 

【
期
間
】
２
月
７
日
（
土
）
ま
で 

【
時
間
】
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時 

【
場
所
】
役
場
1
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

期
日
前
投
票
に
お
越
し
の
際
は
、
お
送
り
し
て
い
る
「
投

票
所
入
場
券
」
の
裏
面
を
事
前
に
ご
記
入
い
た
だ
く
と
、
ス

ム
ー
ズ
に
投
票
で
き
ま
す
。 

投
票
所
入
場
券
が
お
手
元
に
な
く
て
も
、
期
日
前
投
票
が

で
き
ま
す
の
で
、
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
期
日
前
投
票
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

本
山
町
選
挙
管
理
委
員
会 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

     

 

「
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
」
の
支
給
に
係
る 

公
務
員
の
方
の
申
請
に
つ
い
て 

令
和
７
年
11
月
21
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
強
い
経
済
」

を
実
現
す
る
総
合
経
済
対
策
に
お
い
て
、
０
歳
か
ら
高
校
３
年

生
年
代
ま
で
の
こ
ど
も
た
ち
に
１
人
当
た
り
２
万
円
の
「
物
価

高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
」を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。 

支
給
に
あ
た
り
、
対
象
児
童
の
い
る
公
務
員
の
方
は
申
請
が

必
要
で
す
の
で
、
支
給
を
希
望
す
る
方
は
、
必
ず
期
限
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
対
象
児
童
】
令
和
７
年
９
月
分
児
童
手
当
支
給
対
象
児
童 

【
申
請
先
】
令
和
７
年
９
月
30
日
時
点
の
住
所
地
の
役
場 

【
申
請
手
順
】 

申
請
書
（
児
童
手
当
受
給
状
況
証
明
欄
を
記
載
し
た
も
の
）

の
交
付
を
所
属
庁
（
勤
務
先
）
か
ら
受
け
、
必
要
事
項
を
記
入

し
、
郵
送
ま
た
は
住
民
生
活
課
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

【
受
付
期
間
】
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
随
時
受
付 

※
令
和
８
年
３
月
に
出
生
し
た
児
童
分
は
令
和
８
年
４
月
15

日
ま
で 

【
支
給
日
】
審
査
終
了
後
、
支
給
日
を
通
知
し
ま
す
。 

※
提
出
先
の
役
場
に
よ
っ
て
期
限
や
提
出
方
法
が
異
な
り
ま 

す
の
で
、
詳
細
は
、
提
出
先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

詳
し
く
は
、
本
山
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

【
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

〒
７
８
１-

３
６
９
２ 

本
山
町
本
山
６
３
６
番
地 

住
民
生
活
課
住
民
班 

電
話 
76―

２
１
１
５ 

      

令
和
８
年
度
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
つ
い
て 

令
和
８
年
度
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
令
和
８
年
４
月 

１
日
現
在
の
軽
自
動
車
や
原
動
機
付
自
転
車
等
の
所
有
者
へ 

課
税
さ
れ
ま
す
。 

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
申
請
手
続
を
令
和
８
年
３
月
31
日

（
火
）
ま
で
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。 

・
所
有
者
変
更
し
た
場
合 

・
住
所
変
更
し
た
場
合 

・
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合 

・
紛
失･

盗
難
に
あ
っ
た
場
合 

・
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合 

 

小
型
特
殊
自
動
車
の
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
） 

課
税
対
象
に
つ
い
て 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
や
乗
用
装
置
の
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
・
コ
ン

バ
イ
ン
・
田
植
え
機
な
ど
の
農
耕
作
業
用
等
の
小
型
特
殊
自
動

車
は
、
所
有
し
て
い
れ
ば
軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の
課
税
対
象

と
な
り
、
申
請
・
登
録
が
必
要
で
す
。 

現
在
お
持
ち
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
等
の
小
型
特
殊
自
動
車

（
長
さ
４
．
７
ｍ 

以
下
、
幅
１
．
７
ｍ 

以
下
、
高
さ
２
．
８

ｍ 

以
下
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
最
高
速
度
15

km
／
ｈ 

以
下
の
も
の
）
や
農
耕
作
業
用
の
小
型
特
殊
自
動
車
（
最
高
速

度
が
、
35

km
／
ｈ 

未
満
の
も
の
）
で
、
申
請
さ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
令
和
８
年
３
月
31
日
（
火
）
ま

で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
町
か
ら
交
付
さ
れ
る
標
識
（
ナ
ン
バ
ー
）
は
、
公
道

走
行
を
許
可
す
る
も
の
で
は
な
く
、
課
税
標
識
と
な
り
ま
す
。 

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】 

・
車
名･

車
体
番
号･

大
き
さ･

最
高
速
度
の
わ
か
る
も
の 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

住
民
生
活
課
税
務
班 

軽
自
動
車
税
担
当 

電
話 

76―

２
１
１
５ 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１６９号  



     令和８（２０２６）年２月４日（2） 

 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域 

ニ
ー
ズ
調
査
の
お
知
ら
せ 

町
民
の
皆
様
が
、
お
住
ま
い
の
地
域
で
共
に
支
え
あ
い
、

安
心
し
て
い
き
い
き
と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り

を
実
現
す
る
た
め
に
、
令
和
８
年
度
末
を
目
途
に
「
高
齢
者

福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。 

 

こ
の
計
画
策
定
に
あ
た
り
、
町
民
の
皆
様
が
福
祉
や
地
域

の
生
活
、
日
々
の
生
活
課
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え

て
お
ら
れ
る
の
か
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
く
た
め
に
、
65
歳
以

上
の
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。 

 

お
答
え
い
た
だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
計
画
策
定
等
、

政
策
づ
く
り
に
使
用
す
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
個
々
へ
の

支
援
を
行
う
た
め
の
情
報
収
集
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
調
査
票
を
関
係
者
以

外
に
公
表
し
た
り
、
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
一
切
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

本
調
査
は
そ
の
た
め
の
貴
重
な
資
料
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

【
対
象
者
】
65
歳
以
上
の
方
（
令
和
８
年
２
月
１
日
付
） 

 

（
要
介
護
１
～
５
に
認
定
さ
れ
た
方
は
除
き
ま
す
） 

【
調
査
方
法
】
郵
送
に
よ
る
調
査 

 

（
２
月
27
日
（
金
）
ま
で
に
返
送
を
お
願
い
し
ま
す
） 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話
70―

１
０
６
０ 

 

障
が
い
福
祉
計
画
に
か
か
る 

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
お
知
ら
せ 

 

障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安

心
し
て
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
令
和
８

年
度
末
を
目
途
に
「
第
８
期
障
が
い
福
祉
計
画
（
障
が
い
児 

福
祉
計
画
を
含
む
）」
を
策
定
し
ま
す
。 

こ
の
計
画
策
定
に
あ
た
り
、
本
町
に
お
住
ま
い
の
障
が
い
等

の
あ
る
方
の
日
頃
の
生
活
状
況
や
、
町
の
障
が
い
施
策
に
対
す

る
ご
意
見
等
の
把
握
を
目
的
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
お

願
い
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。 

 

調
査
結
果
は
す
べ
て
統
計
的
に
処
理
し
、
計
画
策
定
以
外
に

使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

本
調
査
は
そ
の
た
め
の
貴
重
な
資
料
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。 

【
対
象
者
】 

「
身
体
障
害
者
手
帳
」「
療
育
手
帳
」「
精
神
障
害
者
保
健
福 

祉
手
帳
」、
指
定
難
病
を
お
持
ち
の
方 

【
調
査
方
法
】
郵
送
に
よ
る
調
査 

 

（
２
月
27
日
（
金
）
ま
で
に
返
送
願
い
ま
す
） 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話
70―

１
０
６
０ 

障
害
者
の
就
労
相
談
に
つ
い
て 

障
害
者
の
就
労
相
談
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開
設
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相
談

日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
２
月
20
日
（
金
） 

午
後
１
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
本
山
町
役
場 
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
対
象
者
】 

 

○
障
害
や
病
気
の
あ
る
方
で 

 
 

・
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
方 

 
 

・
就
労
の
継
続
や
生
活
に
不
安
の
あ
る
方 

 

○
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
担
当
者
や
支
援
事
業
所

の
方 

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
】 

 
 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
あ
い
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話
０
８
８―

８
５
４―

９
１
１
１ 

 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
委
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕

事
に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を

受
け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
開
設
さ
れ
る
行

政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

【
日
時
】
２
月
19
日
（
木
）
午
前
10
時
か
ら
正
午 

【
場
所
】
役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
行
政
相
談
委
員
】
筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
に
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
無
し 

○
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
っ
て
？ 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
賭
博
場
（
カ
ジ
ノ
）
で
す
。
ス

マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
カ
ジ
ノ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、現
金

や
ポ
イ
ン
ト
を
か
け
る
ゲ
ー
ム
を
行
い
ま
す
。軽
い
気
持
ち
で

始
め
る
人
が
急
増
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
犯
罪
で
す
。 

○
海
外
運
営
だ
っ
た
ら
大
丈
夫
？ 

 

オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
の
多
く
は
海
外
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、

渡
航
先
で
の
利
用
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、日
本
国
内
か
ら
利

用
す
る
と
日
本
の
法
律
が
適
用
さ
れ
、
罪
に
問
わ
れ
ま
す
。 

○
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
の
危
険
性 

 

賭
博
罪
に
な
る
だ
け
で
な
く
、個
人
情
報
漏
洩
や
依
存
症
の

危
険
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
多
額
の
お
金
を
つ
ぎ
込
ん
だ
り
、
私

生
活
が
乱
れ
る
こ
と
の
無
い
よ
う
、絶
対
に
手
を
出
さ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

も
し
心
配
な
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
次
の
ダ
イ
ヤ
ル

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

【
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
予
防
回
復
支
援
セ
ン
タ
ー
】 

 

電
話 

０
１
２
０―

６
８
３―

７
０
５ 

【
匿
名
通
報
ダ
イ
ヤ
ル
】 

 

電
話 

０
１
２
０―

９
２
４―

８
３
９ 


